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TOKUNOSHIMA リジェネラティブプロジェクト事業業務に係る公募型プロポーザル実施要綱       

       

 

 

第１条 業務内容に関する事項 

１ 業務の目的 

徳之島町に新たな「ガストロノミー共創拠点(富裕層・インバウンド向けレストラン等)」を開業

し、島外から訪れる観光客にとって明確な来訪理由となる“食の目的地”を創出するとともに、島

の人々、料理人、生産者、観光客が交わる交流拠点を作ることを最終目的とする。単なる飲食店で

はなく、島の食材・文化を表現する拠点として機能し、農業、漁業、畜産、加工業、物流、観光、

宿泊、メディアなど、島内外の多様な産業との連携を生み出す「ガストロノミーや地域経済のハブ」

となる存在を目指す。この拠点を基点に食材の継続的な取引が生まれ、生産者との協働が発生し、

調理法や保存技術の向上が促され、観光客がレストランを目的に島を訪れることで宿泊や体験サー

ビスの需要が増加するなど、複数の産業を連鎖的に活性化させていく。 

本業務では、このような効果を最大限に引き出すために、不可欠なシェフの選定を行い、さらに

本共創拠点を起点とし、徳之島を国内外へ PR することで、ブランド価値が向上し、地域全体の活性

化を期待する。 

この要綱は、TOKUNOSHIMA リジェネラティブプロジェクト業務を委託するにあたり、受託事業者

を選定するために実施する公募型プロポーザルの実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

(１) 業務名 

TOKUNOSHIMA リジェネラティブプロジェクト事業業務 

(２) 業務期間 

契約締結の日から令和 8 年 3 月 31 日(火)まで  

(３) 業務の内容 

TOKUNOSHIMA リジェネラティブプロジェクト事業業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づ

く。 

(４) 提案上限額 

金 20,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。 

 

第２条 契約条件に関する事項 

１ 契約の方法 

契約の締結は、プロポーザルで選定された優先交渉事業者と本町の間で協議を行い、協議が成立

した場合に地方自治法施行令第 167 条の 2 第 2 項に定める随意契約の方法で、本業務にかかる委託

契約を締結する。なお、企画提案内容(見積金額を含む。)によっては、そのまま契約内容となると

は限らない。 

契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約の締結をしな

いことがある。 

優先交渉事業者と契約が整わなかった場合は、次点とされた事業者と協議を行う。 
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２ 費用の支払い 

業務完了後、本町の検査を経て、受託事業者の請求に基づき支払う精算払いを原則とするが、契

約に基づき概算払い、前金払いを行うことができる。 

３ 費用の分担 

受託事業者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に全て含まれるものとし、本

町は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

第３条 応募者資格要件・応募方法等に関する事項 

１ 応募方法 

プロポーザルに参加を希望する者は、次に定める受付の期間中に、本町の指定する書類を提出す

ること。 

 

(１) 企画提案書等の提出 

① 受付の期間 

令和 7 年 12 月 12 日(金)から令和 7 年 12 月 22 日(月)まで(土曜、日曜、祝日を除く)。 

② 企画提案書作成仕様書に関する質問書提出期限 

令和 7 年 12 月 18 日(木)まで。 

③ 提出の方法 

持参または郵送。なお持参の場合は午前 9 時から午後 5 時まで。 

④ 提出書類 

下記のアからカまでの一式書類を原本１部、写し 7 部をクリップ留めして提出すること(フ

ァイルによる製本は不要)。 

ア 企画提案申込書(様式 1) 

イ 業務実績調書(様式 2) 

・令和元年度以降官公庁から受注した同種・類似の事業の実績を記載(5 件まで) 

ウ 業務推進体制表(様式 3) 

・業務を受託した場合の担当予定者の氏名、業務の分担内容を記載 

エ 業務担当予定者の経歴・従事業務調書(様式 4) 

・業務推進体制表に掲載されたスタッフの経歴等を記載 

オ 再委託予定先に関する調書（様式 5） 

 ・再委託予定先がない場合は提出不要。 

カ 企画提案書(様式 6 及び任意様式) 

・別添仕様書の「4 業務内容」に掲げる事項について、上記第 1－2－(4)の提案上限額内で

対応可能な提案事項等をまとめること。 

・文字サイズは 10 ポイント以上とし、Ａ4 版 10 ページ（用紙 5 枚）以内とする。 

・様式は自由とするが、表題部に事業者名を入れること。（表紙は不要） 

 (２) 書類の提出先・連絡先 

鹿児島県大島郡徳之島町亀津 7203 

徳之島町企画課 担当：沖 
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電話：0997-82-1112 

メールアドレス：kikaku4@tokunoshima-town.org 

 

 (３) その他 

① 提出書類の作成・提出に係る費用は提出者の負担とする。 

② 提出書類の撤回、修正、再提出は認めない。 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とする。 

④ 提出書類は返却しない。 

⑤ 同一事業者からの複数の提案は認めない。 

⑥ 提出書類の著作権は提出者に帰属するが、本町が本件の選定の公表等に必要な場合には、本

町は当該著作権を無償で使用できるものとする。 

⑦ 選定された事業者の企画提案書等提出書類は、公開の対象とする。なお、選定されなかった

事業者の企画提案書等提出書類は、事業者名をはじめ原則、非公開とする。ただし、徳之島町

情報公開条例(平成 17 年徳之島町条例第 2 号)その他の法令で規定があるときは、当該規定が優

先されるものとする。 

⑧ 申込後に辞退する場合は、辞退届(様式 7)を提出すること。 

 

 ２ 応募要件 

本事業の公募型プロポーザルに参加できる者は、以下の要件を満たしていることを条件とする。 

（１） 日本国内に本社を有する法人 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定による制限を受ける

者でないこと又は同条第 2 項の規定により、現に資格停止の処分を受けていないこと。 

（３） 徳之島町での競争入札において指名停止の措置を受けていいない者若しくは指名停止を受け

たがすでにその停止期間を過ぎている者 

（４） 徳之島町に指名願いを出している者 

（５） 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（６） 民事再生法に基づき、構成手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規

定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

 

第４条 選定方法及び審査基準に関する事項 

１ 選定方法 

(１) 本企画提案の審査については、参加者から提出された書類を参加要件審査後、本町職員で構成

する選定委員会でプレゼンテーションを実施し、優先交渉事業者を選定する。 

(２) 選定委員は、提出された書類により、次項の選定基準の項目に沿って 50 点満点で評価を行い、

各委員の点数の合計点が最も高い事業者を優先交渉事業者として決定する。なお、各委員の合計

点が 150 点未満の事業者は失格とする。 

(３) 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、決定後速やかに全ての提出事業者に通知するとともに、本町ホームページに掲載

する。 
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２ 審査基準 

審査は、次の観点から総合的にかつ客観的な審査を行うものとする。 

審査項目 評価の観点 
配点 

書類 

１ 情報発信の効果 

・徳之島を“食の目的地”としての拠点を創出すると

ともに地域経済のハブとなる拠点を作り出し、徳之

島そのもののブランド価値を向上しつつ国内外へ徳

之島の情報発信の企画立案がなされ、実施に向けた

体制ができている。 

・徳之島の知名度向上が期待できる 

・「自然」「人」「文化」という鍵となる要素が活か

されている。 

２０ 

２ 効果検証 
・調査手法が適正である 

・検証内容がこれからの施策に有効である 
１５ 

３ 実績 

・本業務を遂行可能と判断できる十分な実績を有して

いるか。他の地方公共団体における同様の実績を有

しているか 

１０ 

４ 業務体制 

（スケジュール） 

・実務経験や専任性など、人員の配置状況から、本町

との打合せや問い合わせに的確・迅速に対応でき、

円滑かつ確実な業務を遂行可能と判断できる体制や

スケジュールが組まれているか 

５ 

合 計 ５０ 

 

第５条 選定スケジュール 

事      項 年 月 日 

募集要領等の通知・ＨＰ掲載 公告 令和 7 年 12 月 12 日（金） 

質問の受付 令和 7 年 12 月 18 日（木）午後 5 時まで 

企画提案書類の提出期限 令和 7 年 12 月 22 日（月）午後 5 時まで 

書類審査およびプレゼンテーション 令和 7 年 12 月 24 日（水） 

結果の通知 令和 7 年 12 月 25 日（木） 

契約締結 最終の仕様について協議後、速やかに締結する 

 

附則 

この要綱は、令和 7 年 12 月 12 日から施行する。 


